
平成２９年４月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

 

日程第７ 

日程第８ 

 

出席委員 

 

 

 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

傍聴者 

 

※参考 

 

 

平成２９年４月２０日（金）午後１時３０分～ 

 

さぬき市役所３階 ３０１・３０２会議室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について（会長提出議案第１号～第７号） 

非農地証明願について（会長提出議案第８号～第９号） 

農地法第４条に基づく申請審議について（会長提出議案第１０号～第１６号） 

農地法第５条に基づく申請審議について（会長提出議案第１７号～第３１号） 

農用地利用集積計画の審議について（会長提出議案第３２号） 

農用地利用配分計画について（会長提出議案追加第１号） 

農業経営改善計画の審査について（会長提出議案第３３号） 

その他 

 

1塚原信雄 2佐藤恭一 3松岡 勝 4新田秀雄 5半田祐規 6小川義洋 

7芳竹和政 8石川智治 9山根義夫 10小松啓一 11山津敬治 

12蓮井ｾﾂ子 13行梅義照 14楠 豊 15菊川仁美 16真部徳夫 

17砂川喜久男 18小林憲一 20近藤 勉 21大山博美 22山田茂樹 23田中好秋 

24蓮池秋男 25鈴木登美雄 26田中健次郎 27廣瀬良一 28有馬 守 

29大塚ﾉﾌﾞ子 30植松文士 31真部 茂 32村瀬 昭 33笠井修一 34十川隆行 

35寒川  巧（第３小委員長） 36岩﨑治樹（会長職務代理者)   

37松原俊幸（会長） 

19野﨑正博  

 

藤井浩局長 山下智資課長補佐  北野茂雄課長補佐 佐藤仁美副主幹 

 

無 

 

平成２９年４月１１日（火）さぬき市農業委員会小委員会 
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議長（会長） 
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では、ご案内を申し上げました、定刻の時間がまいりました。本日は、議案も

多くありますし、運営委員会の結果報告もありますので、只今から平成２９年

４月、農業委員会定例会を始めさせていただきます。本日の出席は３７名中３

６名の出席で、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づき、過

半数の出席ですので成立することを宣言致します。では議事録の署名委員です

が私のほうから指名致します。１番塚原委員さん、３番松岡委員さん、両委員さ

ん宜しくお願い致します。では本日の日程に沿って進めさせて頂きます。続いて事

務局より諸報告があります。 

 

農地法第１８条第６項に基づく通知について、第１号から第３号まで耕作不

便・低生産地のため、第４号売買のため、などによる利用権の中途解約、次に

使用貸借の返還通知については、第１号耕作不便・低生産地のため、第２号と

第３号は、贈与のためによる利用権の中途解約について報告。 

 

では日程第２、農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第７号を議題として、一括上程致します。なお、議案で第１号が楠委員の

関係議案になり、除席対象議案になりますので、後で別審議と致します。 

では事務局から説明を求めます。 

 

議案書の１ページをご覧頂いたらと思います。農地法第３条に基づく申請審議

についてでございます。第２号から第７号の案件についてご説明させていただ

きます。 

会長提出議案第２号でございますが、第６号と関連しており、●●●●の案件

です。地区番号は●、受付年月日は平成２９年４月３日、譲渡人は●●●●●

●●●の●●●●様、譲受人で●●●●●●●●の●●●●様、申請地は●●

●●●●●●●●●●番外の３筆でございます。台帳地目現況地目は、４筆と

も田でございます。地積は４筆併せまして４，２３９㎡でございます。譲渡人

の申請事由は●●●●●●●●●、譲受人の申請事由は●●●●、権利は●●

●●●の●●、経営面積は０㎡、受人従事数で３人です。 

続いて、会長提出議案第３号でございます。地区番号は●、受付年月日は平成

２９年４月３日、譲渡人で●●●の●●●●●様、譲受人で●●●●●●●の

●●●●様、申請地は●●●●●●●●●●●●番●外５筆です。台帳地目現

況地目は、田４筆、畑２筆で、地積は６筆２，３９０．６４㎡、譲渡人の申請

事由は●●●●、譲受人の申請事由は●●●●●●●、権利は●●●●●、経

営面積は１３，９６５．４３㎡でございます。受人従事数は２人でございます。 

続いて、会長提出議案第４号でございます。第４号は、第５号と関連していま

す。地区番号は●、受付年月日は平成２９年４月３日、譲渡人で●●●●の●

●●●様、譲受人で●●●●の●●●●様、申請地は●●●●●●●●●●番

１外１４筆でございます。台帳地目現況地目は田が２筆、畑が１０筆、他が３

筆で、地積は１５筆１２，５３４㎡でございます。譲渡人の申請事由は●●●

●●●●●●●●●●●●●●、譲受人の申請事由は●●●●●、権利は●●
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小林委員 

●●●、経営規模面積は１４，１２０，２１㎡でございます。受人従事数は４

人です。 

続いて、会長提出議案第５号でございます。地区番号は●、受付年月日は平成

２９年４月３日、譲渡人で●●●●の●●●●●様、譲受人で●●●●の●●

●●様です。申請地は●●●●●●●●●番●でございます。台帳地目現況地

目は、ともに畑です。地籍は、１，７８１㎡でございます。譲渡人の申請事由

は●●●●●●●●●●●●●●●●●、譲受人の申請事由は●●●●●、権

利は所●●●●●、経営面積は１４，１２０．２１㎡、受人従事数は４人でご

ざいます。 

続いて、会長提出議案第６号でございます。地区番号は●、受付年月日は平成

２９年４月３日、譲渡人で●●●●●●●●の●●●●様、譲受人で●●●●

●●●●の●●●●様です。申請地は●●●●●●●●●●番でございます。

台帳、現況地目ともに畑でございます。地積は、２１１㎡でございます。譲渡

人の申請事由は●●●●●●●●●でございます。譲受人の申請事由は●●●

●、権利は●●●●●、経営面積は０㎡、受人従事数は３人でございます。 

続いて、会長提出議案第７号でございます。地区番号は●、受付年月日は平成

２９年４月３日、譲渡人で●●●●●●●●●●の●●●●●様、譲受人で●

●●●の●●●様です。申請地は●●●●●●●●●番●でございます。台帳、

現況地目ともに田でございます。地積は、４１１㎡でございます。譲渡人の申

請事由は、●●●●●●でございます。譲受人の申請事由は、●●●●●●●、

権利は●●●●●、経営面積は１０，０４５㎡、受人従事数は３人でございま

す。 

第１号、第３号につきましては、譲受人の●●●●●●●による案件、また第

４号、第５号、第７号につきましては、●●●●と●●●●●●の案件で権利

は●●●●●を伴うものです。また、第２号、第６号につきましては、●●●

●の案件です。いずれも農地法３条の許可要件を満たすものと判断されます。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。本議案につきましては、先日の小委員会で

協議していますので、小委員長の報告をお願い致します。 

 

失礼します。去る４月１１日第小委員会を開催しました。●●●●の案件があ

りましたので、ヒアリングを行いました。●●については、機械を持っている

ので、農地を親族から借りて農業に取り組んでいくようです。その他の案件に

ついては、●●●の案件であり、小委員会といたしましては問題無かろうとい

うことになりましたので、ご審議の程、宜しくお願いします。 

 

小委員長の報告が終わりました。議案第１号を除く議案第２号から第７号につ

きまして、質疑等がありましたら、ご発言を認めます。 

 

第２号議案の譲受人の年齢はわかりますか。 
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６２才です。 

 

年齢で８０才とか高齢の方がいる場合があるので、農業を続けられるのか気に

なったので聞きました。 

 

他にありませんか。 

 

「なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第１号を除く議案第２号から第７号につきましてお諮りしま

す。議案第１号を除く議案第２号から第７号について異議ありませんか。 

 

「異議なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第１号を除く議案第２号から第７号を原案の通り認めることと

致します。 

続きまして、楠委員の関係議案である議案第１号の審議に入りますので、楠委

員の退席を求めます。 

 

（楠委員退席） 

 

それでは、事務局から説明を求めます。 

 

会長提出議案第１号でございます。地区番号は●、受付年月日は平成２９年４

月３日、譲渡人で●●●●●●●●の●●●●様、譲受人で●●●●●●●の

●●様です。申請地は●●●●●●●●●●●番●外２筆でございます。台帳

地目現況地目ともに田でございます。地積は、３筆１，４７１㎡でございます。

譲渡人の申請事由は、●●●●でございます。譲受人の申請事由は、●●●●

●●●、権利は●●●●●、経営面積は２６，６９０．９６㎡、受人従事数は

３人でございます。 

 

事務局からの説明が終わりました。本議案につきましても、先日の小委員会で

協議していますので、小委員長の報告をお願い致します。 

 

この案件については、借りている農地を今回取得するということなので、問題

ないと第３小委員会では判断しております。よろしくご審議をお願いします。 

 

小委員長の報告が終わりました。議案第１号につきまして、質疑等がありまし

たら、ご発言を認めます。 
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「なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第１号につきましてお諮りします。議案第１号について異議あ

りませんか。 

 

「異議なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第１号を原案の通り認めることと致します。 

退席されている楠委員の再入場を認めます。 

 

（楠委員再入場） 

 

続きまして、日程第３非農地証明願について。会長提出議案第８号及び第９号

を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局から説明を求めます。 

 

議案書の４ページ目をご覧頂きたいと思います。今回の非農地証明の案件は２

件ございまして、面積にして１４５．９９㎡の２筆ございます。それでは、個

別案件についてご説明させて頂きます。 

会長提出議案第８号。地区番号●、受付年月日が平成２９年４月３日、申請人

は●●●●●●●●●の●●●様でございます。申請地は●●●●●●●●●

●●●番●でございます。台帳地目は畑、現況地目は山林です。地籍は、１４

２㎡ございます。申請理由は、昭和５５年頃から３０年以上耕作不能な状態が

継続し、山林化したものでございます。お手元の資料を用意しております資料

１ページ目からご覧いただきたいと思いますが場所の方でございます。さぬき

市●●●●●●●、●●●●●●●●から南東は約８５０ｍ、●●の北側に位

置します。申請地は、先代からの相続による取得で、当該地は、不整形地で管

理難、借り手不在となり、隣接山林とともに、雑木・竹林等が覆い茂り自然潰

廃し農地としては復旧困難となったものです。現況の写真が２ページ目をご覧

いただきたいと思いますが、農地の復旧が困難ということが目視できるかと思

います。 

続きまして、会長提出議案第９号でございますが、地区番号●、受付年月日が

平成２９年４月３日、申請人は●●●●●●の●●●●様でございます。申請

地は●●●●●●●●●●●番●、台帳地目は田、現況地目は道路、地積は３．

９９㎡、申請理由と致しまして、農地の耕作・保全・利用のために必要な進入

路に供しているためです。お手元の資料の３ページ目から４ページ目をご覧い

ただきたいと思いますが、３ページ目の左側に場所をお付けしておりますが、

さぬき市●●●●●、●●●●●●●●から北西へ約５８０ｍに位置します。 

 

当該地は、申請者所有農地一体の縁辺地であり、昭和６０年頃から農作業の利
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便性の向上を図るために農道を拡幅し今日に至っているものです。今般、農地

法の適用を受けない土地として改めて申請されたものです。お手元の資料の４

ページ目をご覧いただいたら、今回の申請地が確認できるかと思います。 

以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。本議案につきましては先日小委員会で現地確認

等を行っておりますので、小委員長の報告をお願い致します。 

 

第８号ですが、周りが山林・竹林となっており、止むを得ないとなりました。

第９号については、農道を拡幅して、農地への進入をよくしていました。 

２件とも問題ないと第３小委員会では判断しております。よろしくご審議をお

願いします。 

 

小委員長の報告が終わりました。議案第８号及び第９号につきまして質疑等が

ございましたら発言を認めます。 

 

「なし。」との声あり。 

 

それでは議案第８号及び第９号につきましてお諮りします。議案第８号及び第

９号について異議ありませんか。 

 

「異議なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第８号及び第９号を原案の通り認めることと致します。 

続きまして、日程第４農地法第４条に基づく申請審議について、会長提出議案

第１０号から第１６号を議題とし一括上程致します。それでは、事務局の説明

を求めます。 

 

今回の申請につきましては７件ありましたが、第１２号の１件取下げがありま

したので、今回の案件は６件です。面積に致しまして３，６０９㎡の１０筆ご

ざいます。それでは、個別案件についてご説明をさせて頂きます。 

会長提出議案第１０号、地区番号●、受付年月日平成２９年４月３日、申請人

は●●●●●●●●の●●●●様でございます。申請地は●●●●●●●●●

●●●●番●、台帳田、現況宅地、地積２０９㎡ございます。転用目的は●●

●●でございまして建築面積が３４０．３７㎡、工事着完年月日が昭和４３年

１月１０日から同年８月４日で、農地区分は第３種農地と判断し無断転用の是

正で併せ利用地がございます。お手元の資料の５ページ目から６ページ目をご

覧頂きたいと思います。場所の方でございますが、さぬき市●●●●●、●●

●●●●●●●から南へ約２２０ｍ、●●●北側に位置し、申請地の隣接は田、

宅地及び市道に隣接しております。お手元の資料の６ページ目をご覧いただき

たいと思いますが、こちらに土地利用計画図及び横断面図に記載されています



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ように、昭和４３年頃、居宅平屋１棟３０２．４７㎡を建築したおり、手狭な

敷地を造成し●●●●していたため、今回是正を行うものです。 

続きまして、会長提出議案第１１号でございます。地区番号３、受付年月日平

成２９年４月３日、申請人は●●●●●●●●●●●の●●●●様でございま

す。申請地は●●●●●●●番●、台帳田、現況田、地積４２６㎡ございます。

転用目的は●●●で、工事着完予定年月日が平成２９年６月１日から同年１０

月１日、農地区分は第２種農地と判断し、併せ利用地があり、農振個別除外済

です。お手元の資料７ページから８ページをご覧いただきたいと思います。場

所の方でございますが、さぬき市●●●、●●●●から南へ約８７０ｍ、●●

●●●●●●の西側に位置し、周辺地は農地と宅地が点在しております。申請

地の隣接は、田、農道及び県道に接しています。土地利用計画図及び断面図か

ら県道拡幅による残地、不整形となった自己農地を有効利用するために、申請

人が営む飲食業の●●●として転用申請に及んだものです。 

続きまして、会長提出議案第１３号でございます。地区番号●、受付年月日平

成２９年４月３日、申請人は●●●●●●●●●のまる●●●●様でございま

す。申請地は●●●●●●●●●●●●●番●、台帳田、現況田、地積１８１

８㎡ございます。転用目的は●●●●●●●で、工事着完予定年月日が平成２

９年６月１０日から同年９月３０日、農地区分は第２種農地と判断し、農振個

別除外済です。お手元の資料１１ページから１２ページをご覧いただきたいと

思います。場所の方でございますが、さぬき市●●●●●●●●、●●●●●

●●から南東へ約７３０ｍ、●●●の西側に位置し、申請地の隣接は、山林、

田、宅地及び農道に接しています。土地利用計画図から申請人による今後の糧

を得るために、●●●●●●●●●として転用申請に及んだものです。整地し

た敷地に５基４８０枚のパネルを設置し、敷地内電柱から南にある既設電柱へ

と送電する計画です。また、設備認定及び四電への契約済であり、事業の実施

も確実であることから許可相当と判断するものです。 

続きまして、会長提出議案第１４号でございます。地区番号●、受付年月日平

成２９年４月３日、申請人は●●●●●●の●●●●様でございます。申請地

は●●●●●●●●●●●番●外２筆、台帳畑、現況道路、地積１５７㎡ござ

います。転用目的は●●●で、工事着完年月日が平成２年１月３０日から同年

３月３０日、農地区分は第２種農地と判断し、無断転用の是正で、併せ利用地

有り、農振個別除外済です。お手元の資料１３ページから１４ページをご覧い

ただきたいと思います。場所の方でございますが、さぬき市●●●●●●、●

●●●●●●●●●●●から南へ約７００ｍ、●●●●●●●●●●の西側に

位置し、申請地の隣接は、宅地、畑、農道及び雑種地に接しています。土地利

用計画図から平成２年頃に●●●●番●地先にある農業用倉庫及び隣接耕作

地への●●●として農作業の効率を図るために拡幅したものを今般、是正を行

うものです。 

続きまして、会長提出議案第１５号でございます。地区番号●、受付年月日平

成２９年４月３日、申請人は●●●●●●の●●●様でございます。申請地は

●●●●●●●●●●●番●、台帳田、現況田、地積３１８㎡ございます。転
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用目的は●●●●●●●で、工事着完予定年月日が平成２９年６月１５日から

同年１１月３０日、農地区分は第３種農地と判断し、農振個別除外済です。お

手元の資料１５ページから１６ページをご覧いただきたいと思います。場所の

方でございますが、さぬき市●●●●●●、●●●●●●●●から北へ約２０

０ｍ、周辺は農地と住宅が棲み分けられたところです。申請地の隣接は、水路、

公衆用道路、宅地及び田に接しています。土地利用計画図から申請人による今

後の糧を得るために、●●●●●●●●●として転用申請に及んだものです。

整地した敷地に１基１８０枚のパネルを設置し、敷地内電柱から西にある既設

電柱へと送電する計画です。また、設備認定及び四電への契約済であり、事業

の実施も確実であることから許可相当と判断するものです。 

続きまして、会長提出議案第１６号でございます。地区番号●、受付年月日平

成２９年４月３日、申請人は●●●●●●の●●様でございます。申請地は●

●●●●●●●●番●外２筆、台帳田、現況宅地、地積６８１㎡ございます。

転用目的は●●、●●、●●●で、工事着完年月日が平成９年１２月１日から

平成１０年８月３１日、農地区分は第２種農地と判断し、無断転用の是正で、

農振個別除外済です。お手元の資料１７ページから１８ページをご覧いただき

たいと思います。場所の方でございますが、さぬき市●●●●、●●●●●●

から東へ約２ｋｍ、周辺は山林が迫る、山深いところに位置し、申請地の隣接

は、河川、山林、水路、公衆用道路及び原野に接しています。土地利用計画図

から平成４年頃先代からの相続による取得から、当該地周辺の自己保有山林の

管理を容易に行うための●●●●、●●●●●１棟６６㎡、●●●●１棟２４

㎡、●●●●２棟４４㎡を確保したものを、今回是正を行うものです。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましても先日小委員会

で現地確認等を行っておりますので、小委員長の報告を求めます。 

 

農地法第４条について報告致します。６件の内、無断転用の是正が３件ありま

す。６件の内訳として、●●●●●●●が２件、●●●●が１件、●●●が１

件、●●●が１件、●●●が１件です。第３小委員会では、いずれも問題ない

と判断しております。ご審議をよろしくお願いします。 

 

小委員長の報告が終わりました。議案第１２号を除く議案第１０号から第１６

号につきまして、質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第１２号を除く議案第１０号から第１６号につきましてお諮り

します。議案第１２号を除く議案第１０号から第１６号について異議ありませ

んか。 
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「異議なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第１２号を除く議案第１０号から第１６号について原案の通り

認めることとし、香川県に進達致します。 

続きまして、日程第５。農地法第５条に基づく申請審議について、会長提出議

案第１７号から第３１号を議題とし、一括上程致します。事務局の説明を求め

ます。 

 

今回の農地法第５条の案件は１５件でございます。面積に致しまして１１，９

２５㎡で２３筆ございます。それでは、個別案件につきましてご説明させてい

ただきます。 

会長提出議案第１７号、地区番号●、受付年月日平成２９年４月３日、譲渡人

は●●●●の●●●●様から譲受人は●●●の●●●様でございます。申請地

は●●●●●●●●●番●、台帳地目現況地目ともに田、地積は２筆４９４㎡

ございます。転用目的は●●●●●●●●で、建築面積９９．４２㎡ございま

す。工事着完予定年月日が平成２９年６月１日から平成２９年１０月３１日

で、●●●●●●●で、第３種農地で第一種住居地域です。お手元の資料の１

９ページ目から２０ページ目をご覧頂きたいと思います。場所の方でございま

すが、さぬき市●●●●、●●●●●●●から南へ約３８０ｍ、周辺地は分譲

住宅が広がるところに位置し、申請地の隣接は農道、田及び水路に接しており

ます。土地利用計画図に記載されていますように、申請人の子息成長に伴う●

●●●●●のために、母親所有農地である当該地に●●●●建１棟６４．９８

㎡、●●●●●●●１棟３４．４４㎡を建築したく転用申請に及んだものです。

地元水利組合をはじめ、土地改良区及び隣接所有者の同意も得ております。 

続きまして、会長提出議案第１８号、地区番号は●、受付年月日平成２９年４月３

日、譲渡人は、●●●の●●●様から譲受人は、●●●の●●●●●●●●●●

●●●●●●●様でございます。申請地は、●●●●●●●●●番●、台帳地目、

現況地目ともに畑、地積は、５５８㎡でございます。転用目的は、●●●●●●

●で、工事着完予定年月日が、平成２９年６月１日から平成２９年１１月３０日

で●●●●●●●で、農地区分は、第２種農地と判断しています。お手元の資料

２１ページから２２ページをご覧いただきたいと思います。場所の方でございます

が、さぬき市●●●●、●●●●●から北へ約４１０ｍ、●●●●●付近に位置

し、申請地の隣接は、市道、農道及び田に接しています。土地利用計画図に記載さ

れていますように、申請者は、県内を中心に●●●●●●●等を取り扱う法人で

あり、事業収入を上げるために、約５００㎡程度のまとまった土地を探していたと

ころ、当該地の管理難、借り手不在となった土地所有者との話がまとまったことか

ら、今般申請に及んだものです。既存農地を整地した敷地に太陽光発電パネルを２

１２枚を設置し、最寄の既設電柱へと送電する計画です。代替地の検討もしており、

経済産業省による設備認定、四国電力への契約も終え、事業の実施も確実であるこ

とから、許可相当と判断するものです。 

続きまして、会長提出議案第１９号、地区番号は●、受付年月日平成２９年４月３



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日、譲渡人は、●●●●の●●●●●様から譲受人は、●●●●●●●●●●●

●●●●●様でございます。申請地は、●●●●●●●●●●番●、同●●●●

番●、台帳地目、現況地目ともに田、地積は２筆で、１５００㎡でございます。転

用目的は、●●●●●●●で、建築面積が５９４㎡、工事着完予定年月日が、平

成２９年６月１日から平成３０年３月３１日で、●●●●●●●で、農地区分は、

第２種農地と判断し、農振個別除外済です。お手元の資料２３ページから２５ペー

ジをご覧いただきたいと思います。場所の方でございますが、さぬき市●●●●、

●●●●●●●●●から西へ約１４０ｍ、●●●●●●●の西側に隣接してお

り、周辺地は国道１１号線沿線に住宅が立ち並び、国道の南側は、一団の圃場整備

地が広がっているところです。申請地の隣接は、水路、田、宅地及び県道に接して

います。土地利用計画図に記載されていますように、申請人は、●●●●●●●

を営む法人で、既設利用室が満室なことから、事業拡大を図るため既設北側に敷地

拡張し、新たな●●●●●●●●●１棟５９４㎡を建築したく転用申請に及んだ

ものです。地元水利組合をはじめ、土地改良区及び隣接農地所有者の同意及び宅地

開発事業協議書も提出されていることから、許可相当と判断するものです。 

続きまして、会長提出議案第２０号、地区番号は●３、受付年月日平成２９年４月

３日、譲渡人は、●●●●●の●●●●様から譲受人は、●●の●●●●●●●

●●様でございます。申請地は、●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目

ともに田、地積は、１３８７㎡でございます。転用目的は、●●●●で、工事着

完予定年月日が、平成２９年６月１０日から平成２９年８月１日で、●●●●●

●●で、農地区分は、第２種農地と判断し、農振個別除外済です。お手元の資料

２６ページから２７ページをご覧いただきたいと思います。場所の方でございます

が、第１９号議案から北へ約３００ｍ、●●●●●●●の西側に隣接しており、

周辺地は農地と住宅が点在しております。申請地の隣接は、水路、田、宅地及び県

道に接しています。土地利用計画図に記載されていますように、申請人は、●●

●●●●を営んでおり、ついては、同グループ会社機械器具販売業が好調なこと

から製品置場不足を解消するために、現在の駐車場を製品置場として確保し、新た

に当該地を整地し従業員用８区画及び事業用トラック４区画の●●●を確保する

ために転用申請に及んだものです地元水利組合をはじめ、土地改良区及び隣接農地

所有者の同意も得られていることから、許可相当と判断するものです。 

続きまして、会長提出議案第２１号です。２１号は、第２２号、第２３号と関連が

ありますので、一括で説明をいたします。地区番号は●、受付年月日平成２９年４

月３日、譲渡人は、寒川町石田東横内の杉浦勝子様、第２２号ですが、譲渡人は、

●●●●●●●の●●●●様、第２３号ですが、譲渡人は、●●●●●●●●の

●●●様で、譲受人は、●●の●●●●●●●●●様でございます。申請地は、

●●●●●●●●●●●●番●外３筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積は４

筆で、３３２７㎡でございます。転用目的は、●●●で、建築面積が１３１９．

５１㎡、工事着完予定年月日が、平成２９年６月１日から平成３１年３月３１日で、

●●●●●●●で、農地区分は、第３種農地と判断し、併せ利用地があります。

お手元の資料２８ページから３１ページをご覧いただきたいと思います。場所の方

でございますが、さぬき市●●●●●、●●●●●●●●東隣、●●●●●●●



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●西側に位置し、申請地の隣接は、市道、県道、水路及び田に接しています。建

築外構図から本庁舎が災害の影響を受けやすいことから、災害対策本部のバックア

ップ施設としての●●●●●建１棟１３１９．５１㎡を建築したく転用申請に及

んだものです。代替地の比較検討も適正に行われていること、地元水利組合をはじ

め、土地改良区及び隣接農地所有者の同意及び開発行為許可申請書も提出されてい

ることから、許可相当と判断するものです。 

続きまして、会長提出議案第２４号、地区番号は●、受付年月日平成２９年４月３

日、譲渡人は、●●●●●●●●●の●●●●様から譲受人は、●●●●●●●

の●●●●様でございます。申請地は、●●●●●●●●●●●●番●、台帳地

目、現況地目ともに田、地積は、４９２㎡でございます。転用目的は、●●●●

で、工事着完予定年月日が、平成２９年６月１日から平成２９年８月３１日で、

●●●●●●●で、農地区分は、第２種農地と判断し、農振個別除外済です。お

手元の資料３２ページから３３ページをご覧いただきたいと思います。場所の方で

ございますが、さぬき市●●●●●、●●●●●●から東へ約２９０ｍ、●●●

●●●●●の東側に位置し、申請地の隣接は、市道、農道及び田に接しています。

土地利用計画図に記載されていますように、申請人は、昨年５月許可により乳牛の

増頭を図っていることから、●●●●不足を解消するために、牛舎隣接地の当該

地を整地し敷地拡張し●●●●として転用申請に及んだものです。地元水利組合

をはじめ、土地改良区及び隣接農地所有者の同意も得られていることから、許可相

当と判断するものです。 

続きまして、会長提出議案第２５号、地区番号は●、受付年月日平成２９年４月３

日、譲渡人は、●●●●●●の●●●●様から譲受人は、●●●●●●●●の●

●●●●●●●●●●様でございます。申請地は、●●●●●●●●●●●番●、

台帳地目、現況地目ともに田、地積は、３４４㎡でございます。転用目的は、●

●●で、工事着完予定年月日が、平成２９年５月２８日から平成２９年８月３１

日で、●●●●●●●で、農地区分は、第２種農地と判断し、農振個別除外済で

す。お手元の資料３４ページから３５ページをご覧いただきたいと思います。場所

の方でございますが、さぬき市●●●●●、●●●●●から西へ約４１０ｍ、●

●●●●●の東側に位置し、申請地の隣接は、市道及び田に接しています。土地

利用計画図に記載されていますように、申請人は、東讃地域を中心として高齢者等

支援施設を運営している法人であり、昨年１１月に地域密着型介護施設を開設し、

デイサービス事業及び地域住民への娯楽室を開放していることなどから、来客者の

●●●不足を解消するために、当該地を盛り土１０ｃｍ、法面敷き固めを施し●

●●として転用申請に及んだものです。地元水利組合をはじめ、土地改良区及び

隣接農地所有者の同意も得られていることから、許可相当と判断するものです。 

続きまして、会長提出議案第２６号、地区番号は●、受付年月日平成２９年４月３

日、譲渡人は、●●●●●の●●●様から譲受人は、●●●の●●●●様でござ

います。申請地は、●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目ともに畑、地

積は、２３８㎡でございます。転用目的は、●●●●で、建築面積が、６３．２

５㎡、工事着完予定年月日が、平成２９年７月１日から平成２９年１０月３１日で、

●●●●●の●●で、農地区分は、第２種農地と判断し、農振個別除外済です。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お手元の資料３６ページから３７ページをご覧いただきたいと思います。場所の方

でございますが、さぬき市●●●●、●●●●●●●から西へ約６３０ｍ、●●

●●●●●●●の南側に位置し、申請地の隣接は、県道、水路及び農道に接して

います。土地利用計画図に記載されていますように、申請人の子息成長に伴う●

●●●●●のために、父所有農地である当該地●●●●建１棟６３．２５㎡を建

築したく転用申請に及んだものです。地元水利組合をはじめ、土地改良区及の同意

も得ております。 

続きまして、会長提出議案第２７号、地区番号は●、受付年月日平成２９年４月３

日、譲渡人は、●●●●●●の●●●●様から譲受人は●●●●●の●●●●様

でございます。申請地は、●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目と

もに畑、地積は、４９８㎡でございます。転用目的は、●●●●で、建築面積が、

１４８．０１㎡、工事着完予定年月日が、平成２９年６月１５日から平成３０年３

月３１日で、●●●●●の●●で、農地区分は、第２種農地と判断し、農振個別

除外済です。お手元の資料３８ページから３９ページをご覧いただきたいと思いま

す。場所の方でございますが、さぬき市●●●●●●、●●●●●●●●●●●

●●●から南へ約７００ｍ、●●●●●●●●●●の西側に位置し、申請地の隣

接は、畑及び農道に接しています。土地利用計画図に記載されていますように、申

請人の子息成長に伴う●●●●●●のために、母所有農地である当該地に●●●

●１棟１４８．０１㎡を建築したく転用申請に及んだものです。地元水利組合を

はじめ、土地改良区及の同意も得ております。 

続きまして、会長提出議案第２８号、地区番号は●、受付年月日平成２９年４月３

日、譲渡人は、●●●●●●の●●●●様から譲受人は、●●●●●●の●●●

●●様でございます。申請地は、●●●●●●●●●●●番●、台帳地目、現況

地目ともに田、地積は、２９６㎡でございます。転用目的は、●●●●で、建築

面積が、１１７．１７㎡、工事着完予定年月日が、平成２９年６月２０日から平成

１２年１２月３０日で、●●●●●の●●で、農地区分は、第２種農地と判断し

ています。お手元の資料４０ページから４１ページをご覧いただきたいと思いま

す。場所の方でございますが、さぬき市●●●●●、●●●●●●●●から北西

へ約５８０ｍ、●●●●●●●●の西側に位置し、申請地の隣接は、市道、田及

び農道に接しています。土地利用計画図に記載されていますように、申請人の●

●●●に伴う●●●●●●のために、母所有農地である当該地に●●●●１棟１

１７．１７㎡を建築したく転用申請に及んだものです。地元水利組合をはじめ、土

地改良区及の同意も得ております。 

続きまして、会長提出議案第２９号です。第２９号は、第３０号と関連しておりま

すので一括でご説明いたします。地区番号は●、受付年月日平成２９年４月３日、

譲渡人は、長尾東紙漉の眞鍋由子様から譲受人は、●●●の●●●●●●●●●

●●●●様でございます。申請地は、●●●●●●●●●●番●外１筆、台帳地

目は畑、現況地目は雑種地、地積は２筆で、５３２㎡でございます。転用目的は、

●●●で、工事着完年月日が、昭和６３年４月１日から平成１年１月２０日で、

●●●●●●●で、農地区分は、第２種農地と判断し、無断転用で併せ利用地が

有り、農振個別除外済です。次に第３０号です。地区番号は●、受付年月日平成２



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

寒川巧委員長 

 

 

 

９年４月３日、譲渡人は、●●●●●の●●●●様から譲受人は、●●●の●●

●●●●●●●●●●●様でございます。申請地は、●●●●●●●●●●番●

外４筆、台帳地目は畑１筆と田４筆、現況地目は５筆とも宅地、地積は５筆で、１

４９５㎡でございます。転用目的は、●●●●●●、●●、●●で、工事着完年

月日が、昭和６３年４月１日から平成１年４月１日で、●●●●●●●で、農地

区分は、第２種農地と判断し、無断転用で併せ利用地が有り、農振個別除外済です。 

お手元の資料４２ページから４５ページをご覧いただきたいと思います。場所の方

でございますが、さぬき市●●●●●、●●●●●●●●から南東へ約７００ｍ、

第２９号は●まる西側に位置し、申請地の隣接は、農道、水路、畑及び山林に接し

ています。土地利用計画図に記載されていますように、申請人は、市内を中心とし

た、●●●●●、●●及び●●を主として営む法人であり、土地利用計画図に記

載されていますように、郊外に事務所があることから最寄の公共交通機関がなく、

車等による通勤手段しかなく、このため従業員の駐車場不足を解消するために昭和

６３年頃に止むを得なく、事務所隣接地にあたる当該地に●●●１０区画確保し

たものです。また、議案３０号案件につきましては、当案件の●●東側に位置し、

土地利用計画図に記載されていますように、同時期に●●●●●●●●１棟１４

６．５９㎡、●●●●２棟１８６．２１㎡、●●●●１棟４㎡、車両総数２４台

建築等しており、今回是正を行うものです。 

続きまして、会長提出議案第３１号、地区番号は●、受付年月日平成２９年４月３

日、譲渡人は、●●●●の●●●●様から譲受人は、●●の●●●●●●●●●

●●様でございます。申請地は、●●●●●●●●番●、台帳地目、現況地目と

もに田、地積は、７６４㎡でございます。転用目的は、●●●で、工事着完予定

年月日が、平成１８年４月１０日から平成２９年９月３０日で、●●●の●●で、

農地区分は、第２種農地と判断し、無断転用で併せ利用地が有り、農振個別除外済

です。お手元の資料４６ページから４７ページをご覧いただきたいと思います。場

所の方でございますが、さぬき市●●●●●、さぬき市●●●●から南東へ約４

３０ｍ、●●●●●●●●●●●●の南側に位置し、申請地の隣接は、宅地、田、

農道及び水路に接しています。土地利用計画図に記載されていますように、申請人

は、東讃地域で●●●●●●を展開している法人であり、当該地の隣接地で生活

支援センターとして障害児自立支援施設店舗があり、県道沿いにある立地条件か

ら、店舗南側に当施設の職員、園児の送迎用等の駐車場を確保したく、今般、転用

申請に及んだものです。地元水利組合をはじめ、土地改良区及び隣接農地所有者の

同意も得ております。 

 

事務局からの説明が終わりました。なお、本議案につきましても先日小委員会

で現地確認等を行っておりますので、小委員長の報告をお願い致します。 

 

農地法５条について、報告いたします。１５件案件が提出されておりました。土地

の区分は、第２種と第３種のものです。１５件の内３件が無断転用の是正です。権

利の内訳として、●●が１１件、●●●●●の●●が３件、●●●の●●が１件

となっています。転用目的の内訳として、●●が１件、●●●●●が１件、●●
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●●●が１件、●●●●が１件、●●●が３件、●●●●が１件、●●●が３件、

●●●●が３件、●●●●●●が１件となっています。現地を確認したところ、

無断転用の是正も併せて、止むを得ないと第３小委員会では、判断しております。

よろしくご審議をお願いします。 

 

小委員長の報告が終わりました。議案第１７号から第３１号につきまして質疑

等がありましたら発言を認めます。 

 

２９号、３０号について、農振除外の時にどのような審議をしたのか。無断転用で

あるのに農振除外できたのか。その後、どのような指導をしているのか。公共の仕

事をしているのでは、ないのか。簡単に農振除外できるものなのか。 

 

現地を確認したところ駐車場として利用していましたし、管理事務所、倉庫として

利用していました。周りが山で、農地も自分の所有であり、３０数年前、●●●

の時から清掃活動をしており、今回、改めて無断転用の是正が提出されているもの

です。５条申請と同様な書類の提出もあり、運営委員会としては、止むを得ないと

判断しました。 

 

こんな内容は、ないのではないか。 

 

池を挟んで、右側の山のそばが駐車場となっている。事務所、倉庫も山のそばで、

自分の土地に建てている。 

 

農振除外のその後の指導は、何か出ていないのか。許可になったのか。 

 

農振除外の承認については、今年の２月にいただいています。 

 

こんなことしていたのでは、だめだと思う。ひどすぎると思う。今後どのようにす

るのか、課題としておくので、執行側の判断となる。運営委員長は、判断できない

でしょうね。 

 

はい。私は、できません。 

 

同じ長尾でもだめでしょうか。 

 

是正しておかなければならないと思いましたのですが。 

 

これをしていたら他の人がなんで、できないのかとなるので。この件は、もういい

です。 
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他に質問ありませんか。 

 

「なし。」との声あり。 

 

それでは議案第１７号から第３１号につきましてお諮りします。議案第１７号

から第３１号について異議ありませんか。 

 

「異議なし。」との声あり。 

 

それでは、原案の通り認めることとし、香川県に進達致します。 

続きまして、日程第６。農用地利用集積計画の審議について、会長提出議案第

３２号を上程致します。なお、今月の議案の整理番号１番、８番、１８番が蓮

池委員、芳竹委員、十川委員の関係議案になりますので、除席対象となります

ので、後で別審議と致します。では事務局から説明を求めます。 

 

議案書の中で訂正があります。議案書の１１ページですが、整理番号７番の始

期、終期で、終期を平成３９年４月３０日の１０年と訂正をお願いします。 

議案書の１０ページをお開き下さい。 

先程会長が言われたように、蓮池委員、芳竹委員、十川委員の議案を除いて３

８件です。個人が１９件、法人が１１件、中間管理機構が８件となっておりま

す。３８件の内新規が１３件、再設定が２５件で、内賃貸借権が１１件、使用

貸借権が２７件でございます。なお、賃貸借権の内訳としまして、現金が４件

で３，０００円から１０，０００円、物納が７件となっております。尚期間は

１０年６件、８年１件、７年１件、６年１１件、５年１０件、３年８件、１年

１件となっております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。質疑に入ります。なお、本件につきまして

は案件が多いので一括して質疑に入りたいと思いますので、質疑ある場合は整

理番号指定の上ご発言願います。 

 

「なし。」との声あり。 

 

それでは、議案３２号について、整理番号１番、８番、１８番以外のものにつ

いて、原案の通り認めることとして宜しいでしょうか。 

 

「はい。」との声あり。 

 

では、原案の通り認めることと致します。続きまして、蓮池委員、芳竹委員、

十川委員の関係議案になりますので、整理番号１番、８番、１８番の審議に入

ります。 
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蓮池委員、芳竹委員、十川委員の退席を求めます。 

 

（蓮池委員、芳竹委員、十川委員・・・退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

委員さんの議案については、蓮池委員の新規が１件となっており、３年の使用

貸借権です。芳竹委員と十川委員の関係する農事組合法人さぬきグリーンファ

ームの件に関しては更新が１件で、６年の使用貸借権となっております。芳竹

委員の件に関しては更新が１件で、１０年の使用貸借権となっております。 

以上です。 

 

説明が終わりました。質疑等はありませんか。 

 

「なし。」との声あり。 

 

なければ原案の通り認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「はい。」との声あり。 

 

では原案の通り承諾致します。 

退席されている蓮池委員、芳竹委員、十川委員の再入場を認めます。 

 

（蓮池委員、芳竹委員、十川委員・・・再入場、着席） 

 

それでは、ただ今農用地利用集積計画が認められたので、追加議案として農用

地利用配分計画を上程したいと思いますが、如何でしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

暫時休憩いたします。 

 

再開致します。 

それでは、会長提出追加議案第１号。農用地利用配分計画の承認について、を

追加議案致します。事務局より説明を求めます。 

 

それでは、今お配りした配分計画をご覧ください。今月の農用地利用配分計画

に関しましては２７議案ございます。貸付先は個人が１１人、法人が１６法人

で、全て区域内となっています。設定する権利等については賃借権が６件、使

用貸借権が２１件でございます。期間は１０年が７件、６年が１３件、３年が

７件となっております。利用内容については水稲、麦が中心となっております。 
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以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。質疑等ありませんでしょうか。 

 

「なし。」との声あり。 

 

なければ原案の通り認めることとして宜しいでしょうか。 

 

「はい。」との声あり。 

 

では原案の通り承認致します。 

続きまして、日程第７。農業経営改善計画の審査について。会長提出議案第３

３号を議題と致します。事務局より説明を求めます。 

なお、番号２が●●委員の関係議案になりますので、除席対象となりますので、

後で別審議と致します。では事務局から説明を求めます。 

 

農林水産課の杉浦です。宜しくお願い致します 

それでは、議案第３３号ということで農業経営改善計画の認定について説明さ

せて頂きます。座って失礼いたします。番号１です。今回、農業経営改善計画

を提出されている方は●●●様、住所は●●●●●●●●●●●●●●●番

地、昭和●●年●月●●日生まれです。現在●●歳です。営農類型の方は、水

稲と露地野菜を組み合わせております。 

それでは、資料に基づきまして説明致します。目標とする営農類型としまして

は、先程申しました水稲と露地野菜でございます。 

経営改善の方法の概要ですけど、農家の高齢化が進み、農地の使用貸借の要請

が増大しているので、５年後の退職予定の弟と経営規模の拡大を図る。作物の

適期の植付、防除を徹底し、品質、収量の向上を図り所得の増大を目指す。弟

と２人体制で儲かる農業を実証し、子供に承継したいとなっています。 

現在の作物部門別ですけども、水稲が１５０アール、キャベツが２５アール、

ブロッコリーが１５アール、タマネギが１５アールとなっております。５年後

の目標ですけど、水稲の方は、４００アール、キャベツ１１０アール、ブロッ

コリー４０アール、タマネギ２０アールで所得を向上させていくという計画で

す。作業受託ですが、現在、収穫・乾燥１００アールですが、５年後には、耕

起・代掻き１００アール、田植１００アール、収穫・乾燥２００アールを目標

にしています。 

続いて番号３です。●●●●様で、住所は、●●●●●●●●●●●●●●●

番地、昭和●●年●月●●日生まれです。現在●●歳です。営農類型の方は、

和牛繁殖、水稲です。経営改善の方向の概要ですが、新規に和牛の繁殖を始め、

自給飼料の生産をし、安定した農業経営を目指す。また、水稲の栽培に取り組

み、所得の向上を図ることとなっています。作物、部門別ですが、５年後の目

標として、繁殖牛２０頭、水稲５４０アール、飼料稲２６０アール、牧草５６



  

 

 

議長（会長） 

 

 

寒川巧委員長 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

アールの計画です。以上です。 

 

事務局の説明が終わりました。本議案につきましても先日小委員会で協議して

いますので、小委員長の報告をお願い致します。 

 

ご報告申し上げます。新規の方については、ヒアリングを行っております。２人と

も意欲満々で、頑張ってやると言うことで、小委員会では認定農業者としても妥当

ではないかということになりました。ご審議お願います。以上です。 

 

小委員長の報告が終わりました。議案３３号について、２番以外について、質

疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「なし」との声あり。 

 

それでは、農業経営改善計画の審査について議案第３３号の２番以外について

お諮りします。異議ありませんか。 

 

「なし。」との声あり。 

 

それでは、原案の通り承認することと致します。 

続きまして、●●委員の関係する番号２について審議します。●●委員の退席

を求めます。 

 

（佐藤委員・・・退席） 

 

では、事務局より説明を求めます。 

 

それでは、議案第３３号の２番です。●●●●様で、住所は、●●●●●●●

●●●●●番地、昭和●●年●●月●日生まれです。現在●●歳です。営農類

型の方は、水稲、麦、露地野菜です。経営改善の方向の概要ですが、近年高齢

農家や兼業農家より、農作業の受託、農地の使用貸借の要請が増大したため、

近隣農家の農地を集積して経営規模の拡大を図る。新たに麦とニンニクの栽培

に取り組み、所得向上を目指すこととなっています。作物、部門別ですが、現

在が水稲１２０アール、麦が０アール、ニンニク０アールで、５年後の目標と

して、水稲４００アール、麦２００アール、ニンニク１０アールを計画してい

ます。作業受託ですが、稲刈・乾燥を４０アールを５年後は、３００アール受

託する計画となっています。 

 

 

事務局の説明が終わりました。本議案につきましても先日小委員会で協議して

いますので、小委員長の報告をお願い致します。 



  

 

寒川巧委員長 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

寒川巧委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご報告申し上げます。新規ということで、こちらについても、ヒアリングを行

っています。小委員会では認定農業者としても妥当ではないかということになり

ました。ご審議お願います。以上です。 

 

小委員長の報告が終わりました。議案３３号の２番について、質疑等がありま

したら発言を認めます。 

 

「なし」との声あり。 

 

それでは、農業経営改善計画の審査について議案第３３号の２番についてお諮

りします。異議ありませんか。 

 

「なし。」との声あり。 

 

それでは、原案の通り承認することと致します。 

退席されている●●委員の再入場を認めます。 

 

（佐藤委員再入場） 

 

それでは、原案の通り承認することと致します。本日の議案について以上です

が日程第８、その他です。先日開催されました運営協議会の報告について運営

委員長より報告をお願いします。 

 

４月１４日金曜日に午後１時３０分から運営委員に集まってもらいました。内

容として、議案１の農業委員、農地利用最適化推進委員の推薦、応募状況結果

について、議案２として、平成２９年度総会資料についてを協議しております。

これから新しい農業委員会が７月から始まります。いろいろな案件があります

が、運営委員にご協力をいただきいろいろなことをご審議いただいておりま

す。新しい農業委員会が、少しでもよくなるように頑張ってやろうと言う皆さ

んのご意見があり、お聞きしておりますので、よろしくお願いします。以上で

す。 

 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、平成２９年４月農業委員会定例会を閉会致します。 

慎重なるご審議有難うございました。 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１５時０２分閉会） 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・３５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願について 

賛成委員・・・・・・・３５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・３５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・３５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・３５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用配分計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・３５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・３５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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